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寅さんと老子・荘子

 和気医師会　小　林　和　司

会員の声

　またテレビで寅さんがある。観るか。
　「男はつらいよ」は1969年から95年までの26年間に48作品が制作された。私が17歳から
43歳までで、私の青年、壮年時代の日本の地方と下町の風景に包まれており、マドンナは
女神で、なんだかんだと言っても良き時代だった。丁寧に作られており、後半では渥美清
は「男はつらいよ」以外出演しなかったし、最後の作品では体調が悪い様子で、渥美清の
半生のような映画だった。
　寅さんを観ていると、老荘思想に通じると思った。
　寅さんは女性を愛し、尊敬している。寅さんも愛されるが、なかなか恋愛にはならない。
老子の言葉では「牝は常に静をもって牡に勝つ」、荘子「人を愛するや已むことなし」
　寅さんの財布には500円札しか入っていない。慎ましくも楽しい人生である。老子「我
に三宝あり、持してこれを保つ、一に曰く慈、二に曰く倹、三に曰く敢えて天下の先とな
らず」、荘子「利を見て而して、その真を忘る」
　寅さんは小学校中退であるが、皆に愛される。老子「聖を絶ち、智を棄つれば、民利百倍す」

「我は愚人の心なるかな」、荘子「不座位を以てその天年を終える」
　寅さんが柴又に帰れば家族がいる。仲の良い、喧嘩もできるたこ社長らもいる。寅さん
は独身だが、二人もマドンナがいる。いつも心配してくれる妹のさくらと芋の煮っころが
しを作ってくれるおばちゃんだ。老子「その食を甘とし、その服を美とし、その居に安んじ、
その俗を楽しまん」
　寅さんは単純で無欲で情にもろい。その生き方は常識では測れない。老子「出ずれば生、
入れば死」「道の道とすべきは常の道にあらず」。又、「男はつらいよ」の主題歌では「ド
ブに落ちても根のある奴はいつかは蓮の花と咲く」と歌っている。荘子「臭腐また化して
神奇たり」。根も天地自然なんだろう。
　寅さんはよく夢をみる。荘子は「夢で胡蝶となり」と夢が現であり、現が夢であると言っ
ている。寅さんの生き方であろう。私も学生時代は今思えば、夢のようだった。友人にも
恵まれ、勉強ほったらかしで、夏休み１カ月以上、江の島や葉山でヨット部の合宿し、琵
琶湖に遠征もした。今はスマホが時々鳴り、オチオチお酒も飲めない。私のマドンナも居
なくなり、わびしい生活である。これが現で夢がない、でもこれが夢かもしれない。
　完全に寅さんに負けていると思う時もあるが、老荘思想では何が勝ちか何が負けかは人
間の決めることではないし、勝ち負けが無いのかもしれない。私たちの仕事、今の社会は
あまりにも現実的で悲しいほどと思える時もあるが、今しばらくは頑張ろうかと思う。荘
子「白駒の郤を過ぐるがごとし」「時に安んじて順に処る」
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「高額療養費制度の見直しの周知用ポスターの送付について」
及び「医療保険制度の見直しに関するチラシの
窓口配置の協力依頼について」について

日本医師会より平成29年７月25日付で、標記について文書が届きましたのでお知らせいたします。

　高額療養費制度は、家計に対する医療費の自己負担が過重なものとならないようにする観点
から、被保険者の所得等に応じて自己負担限度額が設定され、原則として、医療機関の窓口に
おいて医療費の自己負担を支払った後、その合計額が月ごとの自己負担限度額を超えた場合に
保険者から償還払される仕組みであります。
　この高額療養費制度については、「経済・財政再生計画改革工程表（平成27年12月24日経済
財政諮問会議決定）」において、『外来上限や高齢者の負担上限の在り方など、高額療養費制度
の見直しについて、世代間・世代内の負担の公平や負担能力に応じた負担等の観点から、関係
審議会等において具体的内容を検討し、2016年末までに結論』とされていることから、社会保
障審議会医療保険部会において検討され、平成29年度予算編成の過程において、
　① 　70歳以上の現役並み所得者について、平成29年８月より、外来上限特例の上限額を

44,400円→57,600円に引き上げ、平成30年８月には、所得区分を細分化した上で70歳未満
の上限額と同額とするとともに、外来上限特例を廃止する。

　② 　70歳以上の一般所得者について、平成29年８月より、外来上限特例の上限額を12,000円
→14,000円に引き上げるとともに、新たに、自己負担額の年間（前年８月１日～７月31日
までの間）の合計額に対して、144,000円の上限額を設定する。また、入院療養に係る上
限額を44,400円→57,600円に引き上げる。平成30年８月からは、外来上限特例の上限額を
14,000円→18,000円に引き上げる。

のとおり、見直しが行われることが決定いたしました。（別添資料１参照）
　さらに、高額介護合算療養費制度は、医療保険と介護保険における１年間（毎年８月１日
～翌年７月31日）の自己負担の合算額が高額な場合に、さらに負担を軽減する制度であります
が、上記、高額療養費制度の見直しに伴い、現役並み所得者について、平成30年８月より、細
分化された所得区分に応じて、67万円の上限額を年収約1,160万円以上の区分は212万円、年収
770万円～ 1,160万円の区分は141万円、年収370万円～ 770万円の区分は67万円とし、一般所得
区分については、現行の56万円が据え置かれることとなります。
　今後、関係政省令の一部改正及び正式な通知等が発出された際には、改めてご連絡申し上げ
ることとなります。（別添資料２参照）
　今般これに伴い、厚生労働省により周知用のポスターが作成されました。このポスターにつ
きましては、厚生労働省のホームページ上、下記URLの「○高額療養費制度の見直しについ

No. 25

―― 社会保障部だより ――



868

（36） 2017年（平成29年）８月10日発行 岡 山 県 医 師 会 報　第 1459 号

て（ポスター）」にPDFファイルが掲載されておりますので、各医療機関において印刷の上、
ご活用下さいますようお願いいたします。
　また、この度の医療保険制度の見直しについて広く国民に周知を行うため、政府広報として、
医療機関の窓口に配置していただけるチラシが作成されました。このチラシにつきましては、
各医療機関に直接送付されることとなっており、診療所には（大）200部、病院には（大）70部、

（小）465部がそれぞれ送付されます。
　つきましては、貴会会員への周知方ご高配賜りますようお願い申し上げます。

記
厚生労働省ホームページ

『高額療養費制度を利用される皆さまへ』（URLは以下のとおり） http://www.mhlw.go.jp/stf/
seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html

＜別添資料＞
１．高額療養費制度の見直しについて（厚生労働省保険局）
２．高額介護合算療養費制度の見直しについて（厚生労働省保険局）

○現行（70歳以上）

区分（年収）
限度額

（世帯䈜1）
እ᮶
㻔ಶ人㻕

年収約1160万～
標報83万円以上
課税所得690万以上

252㻘600円 㻗 1䠂
＜140㻘100円＞

年収770万～1160万
標報53～79万円
課税所得380万円以上

167㻘400円 㻗 1䠂
＜93㻘000円＞

年収370万～770万
標報28～50万円
課税所得145万円以上

80㻘100円 㻗 1䠂
＜44㻘400円＞

一般

（年収156万～370万円）

18㻘000円
（年間14㻚4
万円上限）

57㻘600円
＜44㻘400円＞

ఫ民税非課税

8㻘000円

24㻘600円

ఫ民税非課税
（所得が一定以下）

15㻘000円

○2ẁ┠（30年䠔月～）○1ẁ┠（29年䠔月～30年７月）

区分
限度額

（世帯䈜1）
እ᮶
㻔ಶ人㻕

現役並み 57㻘600円
80㻘100円 㻗 1䠂
＜44㻘400円＞

一般
14㻘000円
（年間14㻚4
万円上限）

57㻘600円
＜44㻘400円＞

ఫ民税非課税

8㻘000円

24㻘600円

ఫ民税非課税
（所得が一定以下）

15㻘000円

区分
限度額

（世帯䈜1）
እ᮶
㻔ಶ人㻕

現役並み
（年収370万円以上）

健保
標報28万円以上
国保・後期
課税所得145万円以上

44㻘400円
80㻘100円 㻗 1䠂
＜44㻘400円＞

一般
（年収156万～370万円）
健保
標報26万円以下

国保・後期
課税所得145万円未満

※２

12㻘000円 44㻘400円

ఫ民税非課税

8㻘000円

24㻘600円

ఫ民税非課税
（所得が一定以下）

15㻘000円

䈜１ 同䛨世帯で同䛨保険者にᒓする者 䈜２ 収入の合計額が520万円未満（1人世帯の場合は383万円未満）の場合も含む

高額療養費制度の見直しについて

○ 高額療養費制度は、ᐙ計に対する医療費の自己負担が㐣㔜なものとならない䜘䛖、医療ᶵ㛵の❆ཱྀにおいて医療費の自己負担をᨭᡶ䛳ていただいた後、
月䛤との自己負担限度額を㉸える㒊分について、後ⓗに保険者䛛らൾ㑏ᡶい（䈜）さ䜜る制度。

（※）入院の場合や同一医療機関での外来の場合、医療機関の窓口での支払を自己負担限度額までにとどめる現物給付化の仕組みが導入されている。

○ 自己負担限度額は、⿕保険者の所得にᛂ䛨てタ定さ䜜る。

制度概要

見直し内容

○ ➨１ẁ㝵┠（29年䠔月～30年７月）では、現行のᯟ⤌みを⥔ᣢしたまま、限度額を引き上げ。一般区分の限度額（世帯）については、ከ数ᅇヱᙜをタ定。
○ ➨２ẁ㝵┠（30年䠔月～）では、現役並み所得区分については細分化した上で限度額を引き上げ。 一般区分についてはእ᮶上限額を引き上げ。
○ 一般区分については、１年間（8月～翌7月）のእ᮶の自己負担額の合計額に、年間14㻚4万円の上限をタける。

資料１
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＜現行＞

70歳以上（注２）

現役並み（年収370万円～）
健保
標報28万円以上
国保・後期
課税所得145万円以上

６７万円

一般（年収156～370万円）
健保
標報26万円以下
国保・後期

課税所得145万円未満（注１）

５６万円

市町村民税世帯非課税 ３１万円

市町村民税世帯非課税
（所得が一定以下）

１９万円（注３）

（注１） 収入の合計額が520万円未満（1人世帯の場合は383万円未満）の場合及び旧ただし書所得の合計額が210万円以下の場合も含む。
（注２） 対象世帯に70～74歳と70歳未満が混在する場合、まず70～74歳の自己負担合算額に限度額を適用した後、残る負担額と70歳未満の自己負担合算額を合わせた額に限度額を適用する。
（注３） 介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円。

70歳以上（注２） ［参考］70歳未満（注２）

年収約1160万～
標報83万円以上
課税所得690万以上

２１２万円 ２１２万円

年収770万～1160万
標報53～79万円
課税所得380万円以上

１４１万円 １４１万円

年収370万～770万
標報28～50万円
課税所得145万円以上

６７万円 ６７万円

一般（年収156～370万円）
健保
標報26万円以下
国保・後期
課税所得145万円未満（注１）

５６万円 ６０万円

市町村民税世帯非課税 ３１万円

３４万円
市町村民税世帯非課税

（所得が一定以下）
１９万円（注３）

＜平成30年8月～＞

細分化＋
上限引き上げ

据え置き

高額介護合算療養費制度の見直しについて

見直し内容

○ 現役並み所得者については、現役世代と同様に、細分化した上で限度額を引き上げ。
○ 一般区分については、限度額を据え置く。

制度概要

○ 高額介護合算療養費制度とは、医療保険と介護保険における１年間（毎年8月1日～翌年7月31日）の自己負担の合算額が高額な場合に、さらに負担を軽減
する制度。

※ 医療保険制度の世帯に介護保険の受給者がいる場合に、被保険者からの申請に基づき、高額療養費の算定対象となる世帯単位で、医療保険と介
護保険の自己負担を合算した額が限度額を超えた場合に支給。

※ 給付費は、医療保険者、介護保険者の双方が、自己負担額の比率に応じて按分して負担。

資料２
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て（ポスター）」にPDFファイルが掲載されておりますので、各医療機関において印刷の上、
ご活用下さいますようお願いいたします。
　また、この度の医療保険制度の見直しについて広く国民に周知を行うため、政府広報として、
医療機関の窓口に配置していただけるチラシが作成されました。このチラシにつきましては、
各医療機関に直接送付されることとなっており、診療所には（大）200部、病院には（大）70部、

（小）465部がそれぞれ送付されます。
　つきましては、貴会会員への周知方ご高配賜りますようお願い申し上げます。

記
厚生労働省ホームページ

『高額療養費制度を利用される皆さまへ』（URLは以下のとおり） http://www.mhlw.go.jp/stf/
seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html

＜別添資料＞
１．高額療養費制度の見直しについて（厚生労働省保険局）
２．高額介護合算療養費制度の見直しについて（厚生労働省保険局）

○現行（70歳以上）

区分（年収）
限度額

（世帯䈜1）
እ᮶
㻔ಶ人㻕

年収約1160万～
標報83万円以上
課税所得690万以上

252㻘600円 㻗 1䠂
＜140㻘100円＞

年収770万～1160万
標報53～79万円
課税所得380万円以上

167㻘400円 㻗 1䠂
＜93㻘000円＞

年収370万～770万
標報28～50万円
課税所得145万円以上

80㻘100円 㻗 1䠂
＜44㻘400円＞

一般

（年収156万～370万円）

18㻘000円
（年間14㻚4
万円上限）

57㻘600円
＜44㻘400円＞

ఫ民税非課税

8㻘000円

24㻘600円

ఫ民税非課税
（所得が一定以下）

15㻘000円

○2ẁ┠（30年䠔月～）○1ẁ┠（29年䠔月～30年７月）

区分
限度額

（世帯䈜1）
እ᮶
㻔ಶ人㻕

現役並み 57㻘600円
80㻘100円 㻗 1䠂
＜44㻘400円＞

一般
14㻘000円
（年間14㻚4
万円上限）

57㻘600円
＜44㻘400円＞

ఫ民税非課税

8㻘000円

24㻘600円

ఫ民税非課税
（所得が一定以下）

15㻘000円

区分
限度額

（世帯䈜1）
እ᮶
㻔ಶ人㻕

現役並み
（年収370万円以上）

健保
標報28万円以上
国保・後期
課税所得145万円以上

44㻘400円
80㻘100円 㻗 1䠂
＜44㻘400円＞

一般
（年収156万～370万円）
健保
標報26万円以下

国保・後期
課税所得145万円未満

※２

12㻘000円 44㻘400円

ఫ民税非課税

8㻘000円

24㻘600円

ఫ民税非課税
（所得が一定以下）

15㻘000円

䈜１ 同䛨世帯で同䛨保険者にᒓする者 䈜２ 収入の合計額が520万円未満（1人世帯の場合は383万円未満）の場合も含む

高額療養費制度の見直しについて

○ 高額療養費制度は、ᐙ計に対する医療費の自己負担が㐣㔜なものとならない䜘䛖、医療ᶵ㛵の❆ཱྀにおいて医療費の自己負担をᨭᡶ䛳ていただいた後、
月䛤との自己負担限度額を㉸える㒊分について、後ⓗに保険者䛛らൾ㑏ᡶい（䈜）さ䜜る制度。

（※）入院の場合や同一医療機関での外来の場合、医療機関の窓口での支払を自己負担限度額までにとどめる現物給付化の仕組みが導入されている。

○ 自己負担限度額は、⿕保険者の所得にᛂ䛨てタ定さ䜜る。

制度概要

見直し内容

○ ➨１ẁ㝵┠（29年䠔月～30年７月）では、現行のᯟ⤌みを⥔ᣢしたまま、限度額を引き上げ。一般区分の限度額（世帯）については、ከ数ᅇヱᙜをタ定。
○ ➨２ẁ㝵┠（30年䠔月～）では、現役並み所得区分については細分化した上で限度額を引き上げ。 一般区分についてはእ᮶上限額を引き上げ。
○ 一般区分については、１年間（8月～翌7月）のእ᮶の自己負担額の合計額に、年間14㻚4万円の上限をタける。
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＜現行＞

70歳以上（注２）

現役並み（年収370万円～）
健保
標報28万円以上
国保・後期
課税所得145万円以上

６７万円

一般（年収156～370万円）
健保
標報26万円以下
国保・後期

課税所得145万円未満（注１）

５６万円

市町村民税世帯非課税 ３１万円

市町村民税世帯非課税
（所得が一定以下）

１９万円（注３）

（注１） 収入の合計額が520万円未満（1人世帯の場合は383万円未満）の場合及び旧ただし書所得の合計額が210万円以下の場合も含む。
（注２） 対象世帯に70～74歳と70歳未満が混在する場合、まず70～74歳の自己負担合算額に限度額を適用した後、残る負担額と70歳未満の自己負担合算額を合わせた額に限度額を適用する。
（注３） 介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円。

70歳以上（注２） ［参考］70歳未満（注２）

年収約1160万～
標報83万円以上
課税所得690万以上

２１２万円 ２１２万円

年収770万～1160万
標報53～79万円
課税所得380万円以上

１４１万円 １４１万円

年収370万～770万
標報28～50万円
課税所得145万円以上

６７万円 ６７万円

一般（年収156～370万円）
健保
標報26万円以下
国保・後期
課税所得145万円未満（注１）

５６万円 ６０万円

市町村民税世帯非課税 ３１万円

３４万円
市町村民税世帯非課税

（所得が一定以下）
１９万円（注３）

＜平成30年8月～＞

細分化＋
上限引き上げ

据え置き

高額介護合算療養費制度の見直しについて

見直し内容

○ 現役並み所得者については、現役世代と同様に、細分化した上で限度額を引き上げ。
○ 一般区分については、限度額を据え置く。

制度概要

○ 高額介護合算療養費制度とは、医療保険と介護保険における１年間（毎年8月1日～翌年7月31日）の自己負担の合算額が高額な場合に、さらに負担を軽減
する制度。

※ 医療保険制度の世帯に介護保険の受給者がいる場合に、被保険者からの申請に基づき、高額療養費の算定対象となる世帯単位で、医療保険と介
護保険の自己負担を合算した額が限度額を超えた場合に支給。

※ 給付費は、医療保険者、介護保険者の双方が、自己負担額の比率に応じて按分して負担。
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